
●講義の概要
　依存症―特にギャンブル依存―について、基礎知識を修得
する。

●講義の到達目標
　ギャンブル依存を中心として、誰ともディベートできるよ
うになる。

●講義計画
第 1 回：オリエンテーション／授業の進め方
第 2 回：ギャンブル依存の測定
第 3 回：他の依存との関係
第 4 回：社会的コスト①「経済」
第 5 回：社会的コスト②「心理」
第 6 回：パチンコと宝くじにはまる人々
第 7 回：依存症対策①「治療」
第 8 回：脳科学の話（ゲスト）
第 9 回：依存症対策②「政策」
第10回：インターネットの問題
第11回：原因論と因果モデル
第12回：IR法の取組み
第13回：治療現場にて（ゲスト）
第14回：レポート発表
第15回：レポート発表

●成績評価基準と方法
　クリア条件は依存症に対し社会科学の立場からのアプロー
チができること。最終的には、授業での発言およびレポート
を通じて総合的に評価する。

●テキスト又は参考文献
谷岡一郎『ギャンブルフィーヴァー』中央公論社、1996年（本
体660円）
谷岡一郎・美原融編著『カジノ導入をめぐる諸問題〈3〉』大
阪商業大学アミューズメント産業研究所、2014年（本体5000円）
（授業でコピーを配付する）

●受講上の留意点
　積極的参加を求む。
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●講義の概要
　2007年に観光基本法が全面的に改定され観光立国推進基本
法として現在に至っている。その観光政策の流れの中、IRが
出現しようとしている。本講義においては日本および海外の
過去、現在、未来の観光政策を取り上げ、今後のあるべきIR
の姿について検討する。

●講義の到達目標
　観光政策の中でIRが日本の中でどのような役割を果たすか
についての知識を習得することを到達目標とする。

●講義計画
第 1 回：観光基本法の検討
第 2 回：総合保養地域整備法（リゾート法）の検討
第 3 回：観光立国推進基本法の検討
第 4 回：日本人観光客の分析・検討
第 5 回：外国人観光客の分析・検討
第 6 回：クールジャパンの検討
第 7 回：インバウンド振興についての検討
第 8 回：観光地域づくりについての検討
第 9 回：MICE・IR振興についての検討
第10回：IRの定義についての検討
第11回：ラスベガスにおける観光政策の検討
第12回：マカオにおける観光政策の検討
第13回：オーストラリアにおける観光政策の検討
第14回：シンガポールにおける観光政策の検討
第15回：日本におけるあるべき観光政策の検討

●成績評価基準と方法
　各回のテーマに沿った形で受講者にはパワーポイントを使
用し報告を行ってもらう。そして、最終的にはそれらをまと
めレポートを作成してもらうことになる。配点割合は報告
70％、レポート30％。

●テキスト又は参考文献
佐々木一彰（2011）『ゲーミング産業の成長と社会的正当性』
税務経理協会　
佐々木一彰・岡部智（2014）『カジノミクス』小学館新書他、
適宜講義中に指示する。

●受講上の留意点
　受講者の積極的、主体的な講義への参加が望まれる。
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